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令和 5年度健幸長寿課の取組概要（地域包括支援センターとの連携）について 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 
 

○ 高齢者訪問【一般介護予防事業】 

地域包括支援センターが 80 歳以上独居世帯と高齢者のみ世帯に行う個別訪問

（高齢者訪問）の実施を依頼する。この高齢者訪問によって、何らかの支援を必要と

する高齢者を早期に発見し、必要なサービスの提供につなげられるようにする。 

令和 4 年度までは、夏期に熱中症予防訪問として実施していたが、通年へと変更す

る。 

実施時期：令和 5年 6月～令和 6年 2月 

 

包括的支援事業 
 

○ 権利擁護 

成年後見制度利用促進 

成年後見制度利用促進基本計画に基づき、「中核機関」として地域包括支援センタ

ーと緊密に連携し、制度の啓発・相談から利用の促進、後見人等の支援を行う。また、

地域で権利擁護に取り組むために、関係機関と権利擁護にかかる地域ごとに異なる

課題の抽出や、それらを協議する機能を有する協議会の設立に向けて準備をすすめ、 

地域連携ネットワークが円滑に運用できるよう取り組んでいく。 

高齢者虐待対応 

市と地域包括支援センターが連携し、高齢者虐待における早期発見、早期対応、早

期終結に向けて対応していく。 

高齢者虐待対応にあたっては、高齢者の身の安全を確保するのとともに、養護者（虐

待をおこなった者）への介護負担軽減のための助言等を行っていく。また、市と地域

包括支援センターが中心となり、関係者である介護支援専門員等への支援や、関係

機関である警察署、医療機関、一時保護施設等と協力し、連携を密にすることで、高

齢者の権利擁護を迅速に実施できるように取り組んでいく。 

高齢者消費者被害対応 

消費者被害とは、不必要な契約を締結させ経済的損失を発生させることである。年

齢や性別は問わず発生する被害であるものの、多くは判断能力の低下した高齢者が

被害を受けている。 

守谷市地域包括支援センター運営協議会 
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高齢者の消費者被害の防止、対応を行うために、市や地域包括支援センター、「守

谷市消費生活センター」等で情報交換や事例検証、対応ができる連絡会を適宜開

催し、被害の防止や対応に取り組んでいく。 

また、民生委員やシニアクラブ、サロン等の高齢者団体へ消費者被害防止の啓発チ

ラシを配布し、被害防止の啓発を実施する。 

 

○ 在宅医療・介護連携推進（地域の関係機関との連携体制構築） 

医療と介護の連携を目的に取手市医師会と 2 市 1 町（取手・守谷・利根）で協働し

て連携体制を構築している。令和 2 年からは多職種連携のためのツールとして「電

子＠連絡帳」を導入し、連携を強化している。地域包括支援センターも在宅医療介護

連携推進事業のワーキンググループのメンバーとして専門職向けの研修や市民向け

講演会などの企画に参画しており、連携推進に向けて共に取り組んでいく。 

 

○ 生活支援体制整備（支え合いのある地域づくりの推進） 

まちづくり協議会地域福祉部会等に参加して、地域住民の支え合いの仕組みづくり

を推進していく。地域包括支援センターも積極的に参加し、地域と顔の見える関係を

構築し協働で推進していく。 

 

○ 地域ケア会議推進（多職種連携による地域課題解決のための話し合い） 

地域ケア個別会議（地域包括支援センター主催）に専門職の助言者として参加する。

また会議を通じて、把握した高齢者を取り巻く地域課題を検討する場の地域ケア推

進会議（地域包括支援センター運営協議会が兼ねる）を開催する。 

 

○ 認知症総合支援 

①  認知症初期集中支援推進事業 

認知症初期集中支援チームの活動が安定して行えるよう、地域包括支援センターの

チーム員に対し、適宜助言や指導を行う。 

②  認知症地域支援・ケア向上事業 

当課と地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、医療機関や介護

サービス事業所、地域の民生委員、ボランティア、地元企業等との連携を図るための

支援や相談業務、認知症の当事者が地域において生きがいをもって生活を送れるよ

うな体制の構築を目指す。 

・「オレンジカフェ」の開催 

認知症の方やその家族が日頃の心配ごとや介護のことなどを情報交換できる場、地
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域の方が認知症に関する理解を深める場（カフェ）を継続的に提供する。 

 

・「認知症声かけ模擬訓練」の開催 

認知症の方やその家族を地域でどのように見守って支えていくかを考える機会を提

供するために、認知症声かけ模擬訓練を開催する。 

・「認知症サポーター養成講座」の開催 

当課と地域包括支援センターにキャラバン・メイトを配置する。地域で暮らす認知症

の方やその家族を見守る応援者となる認知症サポーターを養成するために講座を

開催する。 

 

任意事業 
 

○ 認知症高齢者等 SOSネットワーク事業の推進【家族介護支援事業】 

認知症の方が行方不明となった際に早期発見と身元不明の高齢者が保護できる

ように必要な方への周知を行う。 

 


